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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析を行う自動分析部と、
　前記自動分析部に関する情報を表示、または、前記自動分析部を遠隔から操作する操作
端末部と、
　前記操作端末部と接続している無線機器の識別情報と、
　前記操作端末部の緯度及び経度からなる位置情報の、少なくとも１つの場所条件を定義
する場所条件情報と、前記場所条件毎における前記自動分析部に関する前記操作端末部に
おける画面表示または操作の可否を定義する制御情報とを格納し、前記場所条件情報と前
記制御情報とを前記操作端末部に送信する画面制御設定支援部と、
を備え、
　前記操作端末部は、
　当該操作端末部が接続することができる無線機器の識別情報または当該操作端末部の緯
度及び経度からなる位置情報が前記場所条件情報における前記場所条件を満たすかを判定
し、当該判定の結果と前記制御情報に基づいて、前記自動分析部に関する画面表示または
操作を制御する操作端末処理部を備え、
　前記制御情報は、前記操作端末部が前記無線機器の識別情報または前記位置情報を得ら
れないときの前記場所条件毎における前記自動分析部に関する画面表示または操作の可否
を定義しており、
　前記操作端末部は、
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　前記場所条件を満たした過去の履歴情報を記憶しており、
　前記操作端末部が前記無線機器の識別情報または前記位置情報を得られないときに、前
記履歴情報に基づいて、前記自動分析部に関する画面表示または操作を制御することを特
徴とする自動分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動分析装置において、
　前記操作端末部は、一旦前記無線機器の識別情報または前記位置情報を得られなかった
後、前記無線機器の識別情報または前記位置情報を得られるようになるまで、前記履歴情
報を保持することを特徴とする自動分析装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の自動分析装置において、
　前記操作端末部は、一旦前記無線機器の識別情報または前記位置情報を得られなかった
後、一定周期で前記履歴情報を削除することを特徴とする自動分析装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の自動分析装置において、
　前記制御情報は、前記場所条件毎における前記自動分析部に関する試料情報、試薬情報
、アラーム情報、及びメカメンテナンス情報の少なくとも１つの画面表示の可否を定義し
ていることを特徴とする自動分析装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の自動分析装置において、
　前記制御情報は、前記場所条件毎における前記自動分析部に関する検査開始及びメンテ
ナンス開始の少なくとも１つの操作の可否を定義していることを特徴とする自動分析装置
。
【請求項６】
　請求項１に記載の自動分析装置において、
　前記操作端末処理部は、前記操作端末部の画面に表示されたボタンが押されたときに、
前記ボタンに関連づけられた前記自動分析部に関する画面表示または操作を制御すること
を特徴とする自動分析装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の自動分析装置において、
　前記画面制御設定支援部は、前記制御情報及び前記場所条件情報を設定するための画面
を表示する画面制御設定部を更に備え、前記画面制御設定部は、前記画面上での入力情報
を受け取り、前記入力情報を前記制御情報及び前記場所条件情報として前記画面制御設定
支援部内に格納することを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、臨床検査において使用される自動分析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液、尿等の患者提供の試料を自動的に分析する自動分析装置は、多くの病院、検査セ
ンター等で、分析の省力化のために使われている。このような装置では、エラーが発生し
た場合、早急に対処しないと分析が滞ってしまう恐れがある。
【０００３】
　このような自動分析装置の課題を解決する従来技術として、装置で発生したエラーの情
報を遠隔地にいる検査技師の持つ携帯端末に表示する技術が知られている（例えば、特許
文献１）。この技術によって、検査技師の移動の手間や自動分析装置のエラーによる停止
時間を削減し、利便性と効率を向上することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開平７－２６０７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年のインターネットや携帯端末の普及にともない、検査室外の遠隔地からインターネ
ットを通じて携帯端末を利用し、自動分析装置の状態や運用に関する情報を閲覧する、あ
るいは、自動分析装置を操作する機能が求められている。携帯端末をエラー通知用に用い
るだけでなく、装置パラメータの設定、検査結果の確認、分析オペレーションの実行命令
等の、より広い用途に対する要求が高まっている。
【０００６】
　一方で、自動分析装置は患者試料の分析情報を扱うため、プライバシーへの配慮から患
者の分析情報が関係者以外に閲覧されてはならないという要求がある。特許文献１に記載
された技術は、エラーの種類毎に、通知する検査技師を設定できるが、扱う情報をエラー
情報に限定している。特許文献１では、携帯端末が分析結果のようなプライバシー情報を
表示する際の制御については、何ら記載されていない。
【０００７】
　本発明の目的は、前記の課題を解決するための発明であって、操作端末における自動分
析装置の画面表示などに関する制御を可能にする自動分析装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、自動分析部に関する情報を表示、または、前記自動分析部を遠隔から操
作する操作端末部の場所条件を定義する場所条件情報と、場所条件毎における前記自動分
析部に関する画面表示または操作の可否を定義する制御情報とに基づいて、前記操作端末
部において前記自動分析部に関する画面表示または操作を制御することにより、上記課題
が解決できることを見出した。
【０００９】
　上記課題を解決する為に、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は上記
課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例をあげるならば、分析を行う自動分析
部と、前記自動分析部に関する情報を表示、または、前記自動分析部を遠隔から操作する
操作端末部と、前記操作端末部と接続する無線機器の識別情報と前記操作端末の緯度及び
経度の少なくとも１つの場所条件を定義する場所条件情報と、前記場所条件毎における前
記自動分析部に関する画面表示または操作の可否を定義する制御情報とを格納し、前記場
所条件情報と前記制御情報とを前記操作端末部に送信する画面制御設定支援部と、を備え
る自動分析装置が提供される。当該自動分析装置において、前記操作端末部は、当該操作
端末部が接続する無線機器の識別情報または当該操作端末部が受信する位置情報が前記場
所条件情報における前記場所条件を満たすかを判定し、当該判定の結果と前記制御情報に
基づいて、前記自動分析部に関する画面表示または操作を制御する操作端末処理部を備え
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、操作端末において自動分析装置の画面表示などに関する制御を可能にする。
　本発明に関連する更なる特徴は、本明細書の記述、添付図面から明らかになるものであ
る。また、上記した以外の、課題、構成及び効果は、以下の実施例の説明により明らかに
される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例に係る自動分析装置の構成の例を示す図である。
【図２】自動分析部の構成の例を示す図である。
【図３】操作端末部の機能ブロックの構成の例を示す図である。
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【図４】場所条件設定画面の例を示す図である。
【図５】場所条件情報用のテーブルの例を示す図である。
【図６】画面制御設定画面の例を示す図である。
【図７】画面制御情報用のテーブルの例を示す図である。
【図８】画面表示部の制御のフローを示すフローチャートである。
【図９】初期画面の例を示す図である。
【図１０】試料情報を表示した画面の例を示す図である。
【図１１】試薬情報を表示した画面の例を示す図である。
【図１２】アラーム情報を表示した画面の例を示す図である。
【図１３】試料情報を非表示にした画面の別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施例について説明する。なお、添付図面は本発明
の原理に則った具体的な実施例を示しているが、これらは本発明の理解のためのものであ
り、決して本発明を限定的に解釈するために用いられるものではない。
【００１３】
　また、以後の説明では、実施例において扱われる情報について「テーブル」構造を用い
て説明するが、これら情報は必ずしもテーブルによるデータ構造で表現されていなくても
良く、リスト、ＤＢ、キュー等のデータ構造やそれ以外で表現されていても良い。そのた
め、データ構造に依存しないことを示すために、以下では各種データを単に「情報」と呼
ぶことがある。
【００１４】
［第１実施例］
　図１は、本発明の実施例に係る自動分析装置の構成の例を示す図である。図１に示すよ
うに、自動分析装置は、画面制御設定支援部１と、分析を行う自動分析部２と、自動分析
部２に関する情報を表示または自動分析部２を遠隔から操作する操作端末部５と、自動分
析装置調整者端末３と、を備える。画面制御設定支援部１は、コンピュータなどの情報処
理装置によって構成されており、処理部１０、記憶部２０、およびネットワークインタフ
ェース３０などを備える。処理部１０は、その機能ブロックとして、画面制御設定部１１
と、画面制御部１２とを含んで構成される。記憶部２０は、画面制御情報２１および場所
条件情報２２を記憶する。
【００１５】
　処理部１０は、記憶部２０に格納されたプログラムを実行することで、各構成要素（例
えば、通信部（図示せず））を統括的に制御し、様々な演算処理を行う。具体的には、処
理部１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）で実行される。記憶部２０は、プログ
ラムやデータを永続的に記憶するために用いられるものであり、大容量の磁気メモリであ
るハードディスクなどで構成される。ネットワークインタフェース３０は、ネットワーク
４を介して、データのやり取りを行うためのインタフェースである。
【００１６】
　以上のように、コンピュータによって構成された画面制御設定支援部１において、図１
に示した機能ブロックは、処理部１０が記憶部２０に格納されている各機能ブロックに対
応する所定のプログラムを実行することによって実現される。従って、画面制御設定支援
部１の各機能ブロックの動作主体は、処理部１０である。なお、このような場合、各機能
ブロックの動作を記載するとき、その主語は処理部１０とすべきであるが、本明細書では
、各機能ブロックの動作を記載するとき、その主語としてその機能ブロック名を用いる。
【００１７】
　さらに、図１に示すように、画面制御設定支援部１は、ネットワークインタフェース３
０によりネットワーク４に接続され、さらに、そのネットワーク４を介して自動分析装置
調整者が使用する複数の自動分析装置調整者端末３に接続されている。このとき、自動分
析装置調整者端末３は、通常、ＣＰＵと記憶装置を備えたコンピュータによって構成され
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るが、機能的には、画面制御設定支援部１の表示装置や入出力装置などとして用いられる
。なお、以下では、自動分析装置調整者端末３を「調整者端末３」と、自動分析装置調整
者を「調整者」と、適宜略記する。
【００１８】
　また、本実施例では、画面制御設定支援部１の各機能ブロックが、ネットワークインタ
フェース３０およびネットワーク４を介して調整者端末３から情報を取得したり（すなわ
ち、調整者端末３から情報が入力される）、ネットワークインタフェース３０およびネッ
トワーク４を介して調整者端末３へ情報を出力（表示）したりする場合、単に、調整者端
末３から情報を入力（取得）する、あるいは、調整者端末３へ情報を出力（表示）する、
と記載する。
【００１９】
　なお、図１に示した機能ブロックの構成の例では、画面制御設定支援部１は、１つのコ
ンピュータによって構成されているが、画面制御設定支援部１は、ネットワーク４などで
相互に接続された複数のコンピュータによって構成されていてもよい。例えば、画面制御
設定部１１および画面制御部１２のそれぞれが、それぞれ異なるコンピュータ上に実現さ
れてもよい。また、調整者端末３がコンピュータによって構成された場合には、画面制御
設定部１１の機能が調整者端末３上に実現されてもよい。
【００２０】
　次に、図１を参照して、画面制御設定支援部１の各機能ブロックの概要について説明す
る。画面制御設定部１１は、調整者が、画面の制御設定または装置の制御設定を入力する
のを支援する機能ブロックである。画面制御設定部１１は、調整者端末３に設定画面を表
示する。調整者は、操作端末部５に表示される各画面について、場所条件に従った画面の
表示と非表示の設定、または、画面上に表示される制御用ボタンの動作可否の設定を行う
。その設定情報は、画面制御情報２１と場所条件情報２２として記憶部２０に格納される
。画面制御部１２は、操作端末部５の要求に応じて、画面制御情報２１と場所条件情報２
２を操作端末部５に送信する機能ブロックである。
【００２１】
　次に、図２を参照して、自動分析部２の機能の概要について説明する。図２は、自動分
析部の構成の例を示す図である。自動分析部２は、１個または複数個の分析機構部２０１
と、試料を搬送する搬送ライン（図示せず）から構成される。搬送ラインによって、試料
は割り当てられた分析が実施できる分析機構部２０１に搬送される。分析機構部２０１は
、試料を試験管から吸引し、その試料を化学反応および計測を行うための反応セル２０４
に分注する。また、分析機構部２０１は、試薬プローブ２０３を用いて、試薬を試薬ディ
スク２０２から、試料を分注した反応セル２０４に注入し、化学反応させる。その結果、
分析機構部２０１に設けられた吸光度センサで観測した吸光度の変化により、試料内の成
分を分析する。
【００２２】
　次に、図３を参照して、操作端末部５の機能の概要について説明する。操作端末部５は
、例えば、ＰＤＡ、ＰＨＳ、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などの可搬型端
末である。図３に示すように、操作端末部５は、操作端末処理部５１０、操作端末記憶部
５２０、およびネットワークインタフェース５３０などを備える。
【００２３】
　操作端末処理部５１０は、その機能ブロックとして、無線送受信部５１１と、画面表示
部５１２と、ＧＰＳ情報受信部５１３とを含んで構成される。操作端末記憶部５２０は、
画面制御情報２１および場所条件情報２２を記憶する。
【００２４】
　次に、操作端末部５の各機能ブロックの機能の概要について説明する。無線送受信部５
１１は、ネットワーク４を通じて、画面制御設定支援部１の画面制御部１２に画面制御情
報２１と場所条件情報２２を要求し、受信した画面制御情報２１と場所条件情報２２を操
作端末記憶部５２０に格納する。
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【００２５】
　無線送受信部５１１は、この動作を周期的に実行し、画面制御設定支援部１の記憶部２
０に新規に格納された画面制御情報２１と場所条件情報２２を操作端末記憶部５２０に周
期的に格納する。また、無線送受信部５１１は、接続している無線ＬＡＮの識別子である
無線ＬＡＮ　ＩＤを画面表示部５１２に送信する。また、無線送受信部５１１は、画面表
示部５１２から受信した制御命令を自動分析部２に送信する。
【００２６】
　ＧＰＳ情報受信部５１３は、操作端末部５が有するＧＰＳ（Global Positioning Syste
m）インタフェースからＧＰＳ衛星からの信号を受信することによって、操作端末部５の
現在位置の緯度と経度を取得し、その取得した位置情報を画面表示部５１２に送信する。
【００２７】
　画面表示部５１２は、画面制御情報２１と場所条件情報２２を操作端末記憶部５２０か
ら読み出す。そして、画面表示部５１２は、無線送受信部５１１から受けた無線ＬＡＮ　
ＩＤと、ＧＰＳ情報受信部５１３から受けた緯度と経度からなる位置情報と、画面制御情
報２１と、場所条件情報２２とに基づいて、操作端末部５の各画面の情報の表示／非表示
やボタンの動作可否を決定する。画面表示部５１２は、決定された各画面の情報の表示／
非表示を反映した画面を出力部（ディスプレイ）に表示する。あるいは、画面表示部５１
２は、決定されたボタンの動作可否に基づいて、操作端末部５を利用する検査技師から受
けた制御命令を無線送受信部５１１に送信する。
【００２８】
　次に、図４、図５、図６、及び図７を用いて、画面制御設定部１１の機能を詳しく説明
する。図４は、画面制御設定部１１が調整者端末３に表示する場所条件設定画面１１０を
示している。画面制御設定部１１は、場所条件設定画面１１０を調整者端末３上に表示さ
せる。なお、画面制御設定部１１は、既に設定されている場所条件情報２２を修正する場
合には、記憶部２０から場所条件情報２２を読み出し、場所条件設定画面１１０を調整者
端末３上に表示させる。
【００２９】
　場所条件設定画面１１０に表示される場所条件情報２２は、画面表示部５１２が画面の
表示と非表示、ボタンの動作の可否を決定するときに利用する特定の場所条件を表現する
情報である。場所条件情報２２は、属性として、場所条件名１１３と、無線ＬＡＮ　ＩＤ
１１４と、最小経度１１５と、最大経度１１６と、最小緯度１１７と、最大緯度１１８と
を有する。
【００３０】
　無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４は、操作端末部５が接続する無線ＬＡＮのＩＤ(識別子)を表し
、無線送受信部５１１が接続している無線ＬＡＮ機器から必要に応じて取得できる情報で
ある。無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４が指定されている、つまり空でない場合、場所条件情報２
２は、操作端末部５が当該無線ＬＡＮ機器に接続できる状況を表現する。最小経度１１５
、最大経度１１６、最小緯度１１７、及び最大緯度１１８は、常に４つ同時に設定される
情報であり、特定の経度範囲内かつ特定の緯度範囲内に含まれる場所に操作端末部５があ
る状況を表す。無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４と、最小経度１１５、最大経度１１６、最小緯度
１１７、及び最大緯度１１８とを同時に指定した場合は、無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４と経度
緯度の条件の論理積、つまり、操作端末部５が当該無線ＬＡＮ機器に接続しており、かつ
、特定の経度範囲内かつ特定の緯度範囲内に含まれる場所に操作端末部５がある状況を表
す。なお、場所条件情報２２のレコードの全ての属性が空の場合は、条件なしに常に真が
成り立つ状況を表す。
【００３１】
　場所条件設定画面１１０では、場所条件追加ボタン１１１を調整者が押下したとき、空
の場所条件情報２２のレコードが追加される。調整者は、場所条件設定画面１１０におい
て、追加された新しいレコードの各属性の値を入力する。なお、調整者は、場所条件設定
画面１１０において、既に設定されている場所条件情報２２のレコードを編集することも



(7) JP 6235865 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

できる。画面制御設定部１１は、場所条件設定画面１１０において場所条件情報２２が入
力または修正されたとき、その入力または修正された情報を記憶部２０に格納する。
【００３２】
　図５は、場所条件情報２２を格納するテーブルを示す。場所条件情報２２用のテーブル
は、前述のとおり、属性として、場所条件名１１３と、無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４と、最小
経度１１５と、最大経度１１６と、最小緯度１１７と、最大緯度１１８とを有する。
【００３３】
　図６は、画面制御設定部１１が調整者端末３に表示する画面制御設定画面１２０を示し
ている。画面制御設定部１１は、記憶部２０から画面制御情報２１を読み出し、画面制御
設定画面１２０を調整者端末３上に表示させる。画面制御設定部１１は、画面制御設定画
面１２０において画面制御情報２１が入力または修正されたとき、その入力または修正さ
れた情報を記憶部２０に格納する。
【００３４】
　画面制御設定画面１２０に表示される画面制御情報２１は、各画面の表示と非表示の制
御または各画面上に表示される制御用ボタンに対して、各場所条件での制御可否を表す情
報である。画面制御情報２１は、属性として、画面名１２３と、制御名１２４と、各場所
名１２５ａ～１２５ｄと、各場所における接続時の制御可否情報１２６ａ～１２６ｄ（図
６中ではＹＥＳ／ＮＯ。調整者が選択できる）と、各場所における切断時の制御可否情報
１２７ａ～１２７ｄ（図６中ではＹＥＳ／ＮＯ。調整者が選択できる）とを有する。画面
制御情報２１は、操作端末部５が画面制御情報２１における全てのレコードに関して、場
所条件情報２２のうち少なくとも１個の条件が成立して、その属性の設定が「ＹＥＳ」な
らば、制御名１２４に関連付けられた制御が可能であることを示す。制御名１２４に関連
付けられた制御が、「画面表示」である場合は、場所条件情報２２のうち少なくとも１個
の条件が成立した場合の画面表示の可否が設定される。一方、制御名１２４に関連付けら
れた制御が、「ボタン名」である場合は、場所条件情報２２のうち少なくとも１個の条件
が成立した場合のそのボタンの動作可否が設定される。
【００３５】
　画面制御設定画面１２０では、画面制御追加ボタン１２１を調整者が押下したとき、空
の画面制御情報２１のレコードが追加される。調整者は、画面制御設定画面１２０におい
て、追加された新しいレコードの各属性の値を入力する。このとき、場所条件名（例えば
、「検査室内」や「試薬倉庫内」）は、場所条件情報２２を格納したテーブルの場所条件
名１１３から読み込むことにより、あらかじめ表示することができる。なお、調整者は、
画面制御設定画面１２０において、既に設定されている画面制御情報２１のレコードを編
集することもできる。
【００３６】
　以下では、まず、制御名１２４に関連付けられた制御が、「画面表示」である場合につ
いて説明する。例えば、図６の画面制御情報２１の１個目のレコードは、試料情報画面の
画面表示に関しての情報である。このレコードは、場所条件情報２２の「検査室」内の場
所条件が成立（つまり、接続している無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４が「ＬＡＢ００１」。図４
を参照）であり、かつ、その無線ＬＡＮに接続しているとき（図６中の接続時の制御可否
情報１２６ａが「ＹＥＳ」で表現される）、操作端末部５は、試料情報画面を表示する、
という意味である。また、このレコードは、その他の場所（すなわち、場所名１２５ｂ～
１２５ｄ）においては属性が全て「ＮＯ」に設定されているため、その他の場所では試料
情報画面を表示しないことを意味する。このように設定する理由は、試料情報画面に表示
する情報が試料提供者のプライバシーに関わるため、試料情報画面の表示を検査室内のみ
に限定するからである。
【００３７】
　また、図６中の切断時の制御可否情報１２７ａ～１２７ｄが「ＹＥＳ」とは、少なくと
も一つの属性が空でない当該場所条件情報２２（たとえば、検査室内）が成立していたが
、その後無線ＬＡＮが切断された、あるいは、ＧＰＳ情報が取得できなくなったため、当



(8) JP 6235865 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

該場所条件情報２２（たとえば、検査室内）の成立が確認できない状況で、制御を実行す
ることを表す。
【００３８】
　例えば、図６の画面制御情報２１の３個目のレコード（画面名１２３が「試薬情報画面
」である）では、場所名１２５ｂ「試薬倉庫」内の切断時の制御可否情報１２７ｂが「Ｙ
ＥＳ」である。これは、試薬倉庫内の場所条件情報（つまり、接続している無線ＬＡＮ　
ＩＤ１１４が「ＬＡＢ００２」。図４を参照）が成立していた後に、その無線ＬＡＮが切
断された状況でも、その場所条件情報の成立が判定できるようになる前（すなわち、次に
無線ＬＡＮ　ＩＤまたはＧＰＳ情報が取得できるまで）であれば、試薬情報画面の画面表
示は行う、という意味である。
【００３９】
　このように設定する理由は、試薬倉庫内に無線ＬＡＮが接続できない場所がある場合に
、接続できなくなるまでに操作端末部５が無線ＬＡＮ　ＩＤが「ＬＡＢ００２」（図４を
参照）の無線ＬＡＮに接続できており、試薬倉庫内に検査技師がいることを確認した後に
無線ＬＡＮが接続できなくなった場合であっても、操作端末部５に格納されたデータを試
薬情報画面で確認できるようにし、利便性を高めるためである。
【００４０】
　次に、制御名１２４に関連付けられた制御が、「ボタン名」である場合について説明す
る。制御名１２４にボタン名が設定された場合、画面制御情報２１は、そのボタンの動作
可否を設定する。例えば、図６の画面制御情報２１の２個目のレコード（画面名１２３が
「初期画面」）では、初期画面中の「検査開始ボタン」は、検査室内の場所条件情報２２
を成立させ（つまり、接続している無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４が「ＬＡＢ００１」。図４参
照）、その無線ＬＡＮ接続している間に検査技師が押下したときのみ、関連付けられた制
御を行うことを意味する。すなわち、このレコードは、初期画面中の「検査開始ボタン」
は、操作端末部５が検査室に接続されている時以外は検査技師による押下を無視し、動作
しないことを意味する。
【００４１】
　このように設定する理由は、検査開始ボタンが検査室以外の場所で押下されて検査が開
始されると、機械（自動分析部２）が遠隔地から操作されることになり、検査室内で機械
を調整している検査技師に影響が生じるので、遠隔操作を防ぎ、安全性を向上させるため
である。６個目のレコードでは、メカメンテナンス画面の「メカメンテナンスボタン」で
も機械の動作が伴うことを意味し、同様に、検査室に接続されている時以外は検査技師に
よる押下が無視される。
【００４２】
　図６の画面制御情報２１の４個目のレコード（画面名１２３が「アラーム画面」）では
、場所条件情報２２（「検査室内」、「試薬倉庫内」、「病院内」、「その他」の場所条
件情報２２が成立）のいずれかが成立する場合、つまり、画面制御設定支援部１に接続す
れば、アラーム画面を表示し、また場所条件情報２２の成立が判定できないとき（すなわ
ち、切断時）でも、アラーム画面を表示することを意味する。このように設定する理由は
、アラームの情報は機密性が低く、遠隔から確認できた方が利便性が高まるため、操作端
末部５に格納されたデータを表示できるようにするためである。
【００４３】
　図６の画面制御情報２１の５個目のレコード（画面名１２３が「メカメンテナンス画面
」）は、検査室内、試薬倉庫内、病院内のいずれかで場所条件情報２２が成立するとき、
メカメンテナンス画面を表示することを意味する。このように設定する理由は、メカメン
テナンス画面は、病院内でのみ表示する必要があり、病院外で表示されて病院内の設備情
報が外部に漏えいすることを防ぐためである。
【００４４】
　図７は、画面制御情報２１を格納するテーブルを示す。画面制御情報２１用のテーブル
は、前述のとおり、属性として、画面名１２３と、制御名１２４と、場所名１２５ａ～１
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２５ｃと、その場所における接続時の制御可否情報１２６ａ～１２６ｃ（図７中ではＹＥ
Ｓ／ＮＯ）と、その場所における切断時の制御可否情報１２７ａ～１２７ｃ（図７中では
ＹＥＳ／ＮＯ）とを有する。なお、図７では、図６における「その他」の場所に対応する
項目を省略している。この例では、場所名１２５ａ～１２５ｃ、接続時の制御可否情報１
２６ａ～１２６ｃ、切断時の制御可否情報１２７ａ～１２７ｃの組を３個まで表示したが
、必要であれば、さらに追加してもよい。
【００４５】
　次に、図８、図９、図１０、及び図１１を用いて、操作端末部５における画面表示部５
１２の機能を詳しく説明する。画面表示部５１２は、検査技師が自動分析部２の操作や情
報を閲覧するためのＧＵＩを備えた機能ブロックである。以下では、図８のフローに従っ
て説明する。
【００４６】
　画面表示部５１２は、まず、初期画面９０１を表示する（８０１）。図９に示すように
、初期画面９０１は、試料ボタン９１１と、試薬ボタン９１２と、アラームボタン９１３
と、メカメンテナンスボタン９１４と、検査開始ボタン９１５と、各個別機能画面を表示
する画面表示エリア９２０とを備える。
【００４７】
　画面表示部５１２は、続いて、無線送受信部５１１から無線ＬＡＮ　ＩＤを受信し（８
０２）、続いて、ＧＰＳ情報受信部５１３から緯度経度情報を受信する（８０３）。
【００４８】
　次に、画面表示部５１２は、操作端末記憶部５２０に格納された場所条件情報２２のう
ち、受信した無線ＬＡＮ　ＩＤと緯度経度情報が成立する場所条件情報２２を全て求める
（８０４）。ここでは、成立した条件情報を「成立場所条件情報」と呼ぶ。具体的には、
画面表示部５１２は、以下の（ａ）、（ｂ）のいずれかを満たす場所条件情報２２を成立
場所条件情報とする。
　（ａ）受信した無線ＬＡＮ　ＩＤと同一の無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４を持つ場所条件情報
２２
　（ｂ）受信した緯度経度情報が、最小経度１１５　＜　受信した緯度　＜　最大経度１
１６、かつ、最小緯度１１７　＜　受信した経度　＜　最大緯度１１８を満たす場所条件
情報２２
【００４９】
　また、無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４と、最小経度１１５、最大経度１１６、最小緯度１１７
、最大緯度１１８の全ての属性が指定されている場所条件情報２２については、無線ＬＡ
Ｎ　ＩＤと緯度経度情報の両方が条件を満たすものを成立場所条件情報とする。すなわち
、画面表示部５１２は、以下の（ａ）、（ｂ）の両方を満たす場所条件情報２２を成立場
所条件情報とする。
　（ａ）受信した無線ＬＡＮ　ＩＤが無線ＬＡＮ　ＩＤ１１４と同一である
　（ｂ）受信した緯度経度情報が、最小経度１１５　＜　受信した緯度　＜　最大経度１
１６、かつ、最小緯度１１７　＜　受信した経度　＜　最大緯度１１８を満たす
　なお、画面表示部５１２は、場所条件情報２２の場所条件を満たした成立場所条件情報
を履歴条件として保存しておき、過去のステップ８０４における処理で作成した成立場所
条件情報を参照できるようにしておく。
【００５０】
　次に、画面表示部５１２は、前回のステップ８０４の処理で求めた成立場所条件情報（
つまり、直前の８０４の処理で求めた成立場所条件情報はなく、成立場所条件情報の履歴
のうち最新から１個前の成立場所条件情報）に含まれるが、現在は、無線ＬＡＮ切断、あ
るいは、ＧＰＳ情報が取得できないため、判定できない場所条件情報２２を記憶する（８
０５）。ここで、この情報を切断場所条件情報と呼ぶ。
【００５１】
　ステップ８０５の具体的な処理としては、画面表示部５１２は、まず、前回のステップ
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８０４の処理で求めた成立場所条件情報のレコードのうち、最新のステップ８０４の処理
において無線ＬＡＮ切断、あるいは、ＧＰＳ情報が取得できないため、判定できない場所
条件情報２２のレコードを切断場所条件情報に追加する。なお、画面表示部５１２は、切
断場所条件情報のうち、最新のステップ８０４の処理において無線ＬＡＮが接続、あるい
は、ＧＰＳ情報が取得できるようになったため、成立場所条件情報であるか判定できるよ
うになった場所条件情報２２のレコードを、切断場所条件情報から削除する。すなわち、
本実施例では、一旦無線ＬＡＮ切断、あるいは、ＧＰＳ情報が取得できなくなった後、そ
の無線ＬＡＮとの接続が確立する、または、ＧＰＳによってその位置情報が取得できるま
で、切断場所条件情報内の情報が保持される。
【００５２】
　画面表示部５１２は、図９の初期画面９０１内のボタンが押されたかどうかを判定する
（８０６）。ボタンが押されたと判定した場合は、ステップ８０７に進み、そうでない場
合は、ボタンが押されるまでステップ８０２～８０５の処理を繰り返す。このように、画
面表示の制御あるいは操作の制御をボタンの押下のタイミングで行う。
【００５３】
　次に、画面表示部５１２は、画面表示及び制御の可否を判定する（８０７）。まず、画
面表示部５１２は、押下されたボタンにあらかじめ関連付けられた画面名と制御名を求め
る。ここで、ボタンと、画面名及び制御名とは、あらかじめ関連付けられており、画面表
示部５１２は、ボタンの情報から関連付けられた画面名と制御名を求めることができる。
例えば、試料ボタン９１１は、画面名「試料情報画面」に関連付けられており、かつ、制
御名「画面表示」にあらかじめ関連付けられている。
【００５４】
　次に、画面表示部５１２は、求めた画面名１２３と制御名１２４を持つ画面制御情報２
１を、操作端末記憶部５２０に格納された画面制御情報２１から全て求める。画面表示部
５１２は、求めた画面制御情報２１のうち、ステップ８０４の処理で求めた全ての成立場
所条件情報（例えば、検査室内、試薬倉庫内、病院内など）と同一の場所名１２５ａ～１
２５ｄを持ち、かつ、接続時の制御可否情報１２６ａ～１２６ｄが「ＹＥＳ」のレコード
、あるいは、ステップ８０５の処理で求めた全ての切断場所条件情報と同一の場所名１２
５ａ～１２５ｄを持ち、かつ、切断時の制御可否情報１２７ａ～１２７ｄが「ＹＥＳ」の
レコードが１個でもあれば、画面表示及び制御の可否を「ＹＥＳ」と判定する。それ以外
の場合、画面表示部５１２は、「ＮＯ」とする。
【００５５】
　ステップ８０７の結果、「ＹＥＳ」だった場合、画面表示部５１２は、押下されたボタ
ンに関連付けられた画面表示を行うか、または、自動分析部２の制御、つまり自動分析部
２への制御命令の送信を無線送受信部５１１を介して行う（８０８）。ステップ８０７の
結果、「ＮＯ」だった場合、画面表示部５１２は、画面の非表示を実行するか、または自
動分析部２への制御命令を送信しない。
【００５６】
　ここで、「画面表示」とは、画面表示エリア９２０に情報を表示することを意味してい
る。「画面の非表示」は、画面表示エリア９２０に情報を表示しないことを意味している
。例えば、図１０は、試料ボタン９１１が押されたときの、画面表示エリア９２０におけ
る表示を示す。試料ボタン９１１が押されたとき、画面表示エリア９２０には、試料の識
別子である試料ＩＤ１００１と、試料の提供者の氏名１００２と、試料に割り当てられた
テスト項目１００３と、テスト結果１００４とが表示される。
【００５７】
　図１１は、試薬ボタン９１２が押されたときの、画面表示エリア９２０における表示を
示す。試薬ボタン９１２が押されたとき、画面表示エリア９２０には、分析機構部２０１
内の試薬の設置場所１１０１と、テスト項目１１０２と、残量１１０３とが表示される。
また、図１２は、アラームボタン９１３が押されたときの、画面表示エリア９２０におけ
る表示を示す。アラームボタン９１３が押されたとき、画面表示エリア９２０には、アラ
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ームＩＤ１２０１と、重要度１２０２と、アラーム内容１２０３とが表示される。
【００５８】
　また、「自動分析部２への制御命令」は、自動分析部２に制御情報を送信することを意
味し、自動分析部２での検査開始やメカメンテナンス開始を指示することを意味する。例
えば、図１０では、検査開始ボタン９１５があるが、この場合、図７の２個目のレコード
（画面名１２３が「初期画面」であり、制御名１２４が「検査開始ボタン」である）に従
い、検査室（１２５ａ）内の条件（接続時の制御可否情報１２６ａが「ＹＥＳ」）が成り
立つ場合、検査開始ボタンに関連付けられた制御を行う。つまり、画面表示部５１２は、
自動分析部２への検査開始の制御命令の送信を無線送受信部５１１を介して行う。これに
より、画面に表示されたボタンについても、場所による制御の可否判断を実施できるよう
になる。例えば、メカメンテナンス開始ボタンを有するメカメンテナンス画面（図示せず
）が表示されれば、図７の６個目の画面制御情報２１（画面名１２３が「メカメンテナン
ス画面」であり、制御名１２４が「メンテナンス開始ボタン」である）に示すように、検
査室内でのみ、メカメンテナンス開始の制御が可能であるように制御できる。
【００５９】
　以上の実施例によれば、画面制御設定支援部１は、操作端末部５の場所によって、画面
表示の可否及び自動分析部２への制御の可否を設定する手段を調整者に提供することがで
きる。本実施例によれば、操作端末における画面表示及び自動分析部２への制御に関する
制御設定作業を支援し、使い勝手を向上させることができる。また、本実施例によれば、
操作端末部５が無線ＬＡＮのＩＤを取得できない（無線ＬＡＮ切断）、あるいは、ＧＰＳ
情報を取得できないとき、画面表示部５１２は、切断場所条件情報に基づいて、自動分析
部２に関する画面表示または操作を制御する。例えば、操作端末部５が無線ＬＡＮのＩＤ
を取得できない、あるいは、ＧＰＳ情報を取得できないときでも、アラーム内容や試薬情
報などについては、画面表示が可能となる。
【００６０】
［第２実施例］
　次に、図８のステップ８０５での別の実施例を説明する。なお、その他の部分は第１実
施例と同様であり、説明を省略する。
【００６１】
　別の実施例として、画面表示部５１２は、ステップ８０５において、まず、切断場所条
件情報の全要素を削除する。その後、画面表示部５１２は、前回のステップ８０４の処理
で成立場所条件情報としたが、今回のステップ８０４の処理において無線ＬＡＮ切断、あ
るいは、ＧＰＳ情報が取得できないため、判定できない場所条件情報２２を切断場所条件
情報とする処理も実行することも可能である。すなわち、本実施例では、一旦、無線ＬＡ
Ｎ切断、あるいは、ＧＰＳ情報が取得できなくなった後、ステップ８０４が実行されるご
とに（すなわち、一定周期で）、切断場所条件情報の全要素が削除されることになる。切
断場所条件情報の要素が一定周期で削除されるため、切断場所条件情報の有効期間を限定
できる。無線ＬＡＮ切断、あるいは、ＧＰＳ情報が取得できなくなってから、ある一定の
時間が過ぎた後は、別の場所に移動している可能があるため、この処理を実行することに
より、機密性をより高めることができる。
【００６２】
［第３実施例］
　次に、画面制御情報２１における条件成立に関する別の実施例を説明する。なお、その
他の部分は第１実施例と同様であり、説明を省略する。
【００６３】
　別の実施例として、画面表示部５１２は、画面制御情報２１における１個のレコードに
おいて、場所条件情報２２のうち全ての条件が成立して、かつその設定がＹＥＳならば、
制御名１２４に関連付けられた制御を行うようにしてもよい。
【００６４】
［第４実施例］
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　次に、図９の画面表示エリア９２０に関する別の実施例を説明する。なお、その他の部
分は第１実施例と同様であり、説明を省略する。
【００６５】
　図１３は、図１０で示した試料情報表示の情報を非表示にする例を示す図である。図１
３に示すように、画面表示部５１２は、画面表示エリア９２０にＧＵＩ部品は表示するが
、その部位を黒く塗りつぶす等によりデータが見えないようにしてもよい。
【００６６】
　なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上述した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実
施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることがあり、また、ある実施例の構成
に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、
他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【００６７】
　また、画面制御設定支援部１及び操作端末部５の機能ブロック、処理部、処理手段等は
、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現して
もよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログ
ラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプ
ログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid 
State Drive）等の記憶装置、または、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記憶媒体に
置くことができる。
【００６８】
　また、上述の実施例において制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示してお
り、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全て
の構成が相互に接続されていると考えてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
１　　　　：画面制御設定支援部
２　　　　：自動分析部
３　　　　：自動分析装置調整者端末
４　　　　：ネットワーク
５　　　　：操作端末部
１０　　　：処理部
１１　　　：画面制御設定部
１２　　　：画面制御部
２０　　　：記憶部
２１　　　：画面制御情報
２２　　　：場所条件情報
３０　　　：ネットワークインタフェース
１１０　　：場所条件設定画面
１１１　　：場所条件追加ボタン
１１３　　：場所条件名
１１４　　：無線ＬＡＮ　ＩＤ
１１５　　：最小経度
１１６　　：最大経度
１１７　　：最小緯度
１１８　　：最大緯度
１２０　　：画面制御設定画面
１２１　　：画面制御追加ボタン
１２３　　：画面名
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１２４　　：制御名
１２５ａ～１２５ｄ　：場所名
１２６ａ～１２６ｄ　：接続時の制御可否情報
１２７ａ～１２７ｄ　：切断時の制御可否情報
２０１　　：分析機構部
２０２　　：試薬ディスク
２０３　　：試薬プローブ
２０４　　：反応セル
５１０　　：操作端末処理部
５１１　　：無線送受信部
５１２　　：画面表示部
５１３　　：ＧＰＳ情報受信部
５２０　　：操作端末記憶部
５３０　　：ネットワークインタフェース
９０１　　：初期画面
９１１　　：試料ボタン
９１２　　：試薬ボタン
９１３　　：アラームボタン
９１４　　：メカメンテナンスボタン
９１５　　：検査開始ボタン
９２０　　：画面表示エリア
１００１　：試料ＩＤ
１００２　：氏名
１００３　：テスト項目
１００４　：テスト結果
１１０１　：場所
１１０２　：テスト項目
１１０３　：残量
１２０１　：アラームＩＤ
１２０２　：重要度
１２０３　：アラーム内容
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